
外国人や外国にルーツのある人の人権に関することで
問題があると思うこと     障がいのある人の人権に関することで問題があると思うこと

〒838－0106　小郡市三沢4151－1
NPO法人しょうがい者と共に生きる「みんなのかえるランド」
TEL・FAX：0942－75－8018

問い合わせ先
と あ さき

障がいのある人に対する理解を深める機会が少ない

働ける場所や能力を発揮する機会が少ない

段差の階段など、外出先での不便が多い
結婚や就職で人格や行動が尊重されない、

職場で不当扱いを受ける
障がいのある子どもへの教育や支援が十分行われない

家庭や病院、施設等で不当な扱いや虐待を受ける

政策や物事の決定に意見や考えが尊重されない
遊園地や温泉施設、レストランなどで

合理的配慮が受けにくい

不明・無回答

その他

0 30 60
就職や職場で、言葉の問題や
賃金が安い等の不当な扱い

保健や医療等の必要な情報が伝わりにくい

特定の民族や国籍の人に対するヘイトスピーチ
習慣等への理解不足による

地域社会への受け入れの不十分さ
アパート等の住居への入居を断られる
外国にルーツがある人や子どもへの

日本語教育や支援の不十分さ
政策や物事の決定に意見や考えが尊重されない

不明・無回答

その他

0 30 60
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≪地域での取組≫
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　市
し

内
ない

には１７９３人
にん

の
外
がい

国
こく

籍
せき

の人が暮
く

らしてい
ます。（2025年

ねん
度
ど

末
まつ

）

　すべての人がお互
たが

いを
尊
そん

重
ちょう

しすべての人が安
あん

心
しん

して暮
く

らせるまちになる
ことをめざしています。

世
せ

界
かい

人
じん

権
けん

宣
せん

言
げん

　世界人権宣言は、基
き

本
ほん

的
てき

人
じん

権
けん

尊
そん

重
ちょう

の原
げん

則
そく

を定
さだ

めたもので、はじめて人権保
ほ

障
しょう

の目
もく

標
ひょう

や基
き

準
じゅん

を
国
こく

際
さい

的
てき

にうたった画
かっ

期
き

的
てき

なものです。20世
せい

紀
き

の大
たい

戦
せん

において、数
すう

千
せん

万
まん

人に及
およ

ぶ、犠
ぎ

牲
せい

者
しゃ

が出
で

た
ことへの反

はん
省
せい

のもと、人権の保障が世界平
へい

和
わ

の基
き

礎
そ

だという考
かんが

えが主
しゅ

流
りゅう

になってきました。そ
こで、1948年

ねん
に「すべての人

じん
民
みん

とすべての国
くに

が達
たっ

成
せい

すべき
共
きょう

通
つう

の基準」として「世界人権宣言」が採
さい

択
たく

されました。

　わたしたちは、自
じ
分
ぶん
で生

う
まれてくる場

ば
所
しょ
を選
えら
ぶことはできません。

たまたま、生まれたところに、生まれた姿
すがた
で生まれてきました。そして、

生まれたところにずっと暮らしてもいいし、暮らさなくてもいいのです。
それでも、そうできないことがあります。また、暮らしにくさを感

かん
じて

いる人がいます。
　一緒に暮らすときに、大

たい
切
せつ
なことは何

なん
なのでしょう。

第
だい

３条
じょう

　「安心して暮らす」
　ちいさなこどもから、おじいちゃん、おばあちゃんまで、
わたしたちはみな自

じ
由
ゆう

に、安心して生きていける権利をも
っています。

第15条　「どこの国がいい？」
　人には、ある国の国

こく
民
みん

になる権利があり、またよその国
の国民になる権利もあります。その権利を好

す
きかってにと

りあげられることはありません。
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